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課徴金納付命令に関するお知らせ 
 
当社は、改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第４８条の２第１項 

の規定に基づき、公正取引委員会より下記のとおり課徴金納付命令を受けましたので、お

知らせいたします。 
記 

1. 納付すべき課徴金の額 
           プレーン箔関連     ３億１８２７万円 
           ＰＴＰ用加工箔関連     ２９０１万円 
             合計        ３億４７２８万円  
 

2. 納期限      平成１８年８月２１日 
なお、当社は、前期決算において課徴金の引当として３億７０００万円を計上済みであ

りますので、今期の業績予想は変更いたしません。 
今後は、勧告審決の排除措置を実施し、再発防止に万全を期すとともに、当社の自主判

断に基づき、自由競争の市場における厳しい競争に勝ち残るべく全力投入いたします。 
以  上 

 


